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【11月の行事予定】 

★１１月１日～１１月１０日 踏切事故防止キャンペーン 

11 月 １日（水） 交通安全啓発日・自転車安全利用日 

11 月 ８日（水） 高齢者の指導員養成事業 情報交換会（合庁） 

11 月 15 日（水） 近畿交通安全日・高齢者交通安全の日 

11 月 20 日（月） シートベルト・チャイルドシート着用啓発日 

11 月 24 日（金） 飲酒運転根絶啓発日・飲酒運転について考える日 

11 月 27 日（月） 近江路交通マナーアップ啓発日 

☆毎週金曜日 ノーマイカーデー（公共交通機関利用促進日）  

このたよりは、市町別の交通事故発生状況、交通安全行事等、交通安全対策に関する様々な情報を提供するとともに、
関係機関・団体相互の情報交換に活用したいと思いますので、各関係機関・団体の独自の施策や各種行事等があれば、
積極的に連絡していただきますようお願いします。 
※電子データが必要な場合はお問い合わせください。また、滋賀県ＨＰ「交通安全対策室だより」でサイト内検索をす
ると見られます。 http://www.pref.shiga.lg.jp/c/kotsu-s/index.html 

 

【交通安全クイズ】車両が夜間走行する時は、「前照灯」をつけなければなりません

（道路交通法第 52 条）が、この「前照灯」とは、どれでしょうか？ 

①ハイビームのヘッドライト（上向きライト）  ②ロービームのヘッドライト（下向きライト） 

【正解】① ロービームは照射範囲が約40ｍと短いですが、ハイビームは約100ｍと遠くなるので、

車道の左右にいる歩行者に気づきやすく危険を回避することが可能になります。夜間走行時は、基本

ヘッドライトをハイビームにし、先行車や対向車がいる場合にはロービームに切り替えましょう。 

皆さん早めにライトをつけましょう！ 

（早め点灯運動資料） 

11 月の日の入り時刻 

5 日 １６：５９ 

１５日 １６：５１ 

２５日 １６：４６ 



 


